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注．この冊子の中では、都市計画法を「法」、同施行令を「令」、同施行規則を「規則」、文京区

都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則を「区細則」、と略記しまし

た。 

 

注．「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準は、文京区ホームペ

ージで閲覧が可能です。 
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１．開発行為とは 

 
都市計画法に基づく開発行為とは、開発を行おうとする土地の計画面積が 500 ㎡以上（令 

第 19 条第２項）で、建築物の建築（又は特定工作物の建設）を目的として、土地の区画形

質の変更を行うことを言います。 

このような開発行為を行う場合は、開発許可が必要です。（法第 29 条第１項） 

 
 

具体的には次のような行為を意味します。 

(1) 道路の新設、道路位置の変更・廃止による「区画の変更」 

(2) 高さが１ｍを超える切土・盛土等による土地の「形の変更」 

(3) 宅地以外の土地を宅地とする行為（開発区域面積 3,000 ㎡以上）「質の変更」 

 
 

ただし、次の場合は開発行為に該当しません。 

(1) 単なる分合筆による権利区画の変更 

(2)  建築基準法第42 条第２項による道路で、道路境界線（道路中心から２ｍ）まで

後退して道路状に整備する場合。 

(3) 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行

為。 

(4) 建築物の建築を伴わない不動産登記法上の地目の変更 
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２．開発許可手続きの流れ 
(1) 都市計画法 29 条に基づく手続きの流れ 

    
      

不要の場合、結果は口
頭で回答

※

工事完了公告
（法36条）

公共施設の引継ぎ
（法39条）

建築確認申請

中間検査
公共施設の引継ぎに

関する書類（法40条）

工事完了検査
（法36条）

工事完了届
（法36条）

工事完了検査

検査済証交付
（法36条）

公共施設の所有権
移転登録手続

許可書交付
工事完了公告前に建築
承認が必要な場合（37
条申請）は、次ページ
の手続きを参照してく
ださい

標識の掲出
（区細則７条）開 発 登 録 簿 に 記 載

（ 法 46 条 ・ 47 条 ）

工事着手届
（区細則６条）

※標識の写真提出受理

中間検査

開発事業標識の設置
※許可申請30日前まで
（所管：住環境課）

同意（法32条）

事前審査 事前審査申請

事前審査の回答

開発許可申請
（法29条第１項）
※手数料の納入

※開発登録簿提出

同意・協議書添付

許可審査

許可権者（文京区） 申請者 公共施設管理者

許可要・不要の判断 事前相談

協議申請
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許可書交付 

検査済証交付 

（法36条） 

工事完了公告 

（法36条） 

公共施設の引継ぎ 

（法39条） 

 

 

 

(2) 37 条申請 工事完了公告前に建築承認を受ける場合 

 

許可権者（文京区） 申請者 公共施設管理者 

 

事前相談から許可書交付ま

での手続きは前ページと同

じです。 

 

標識の掲出 

（区細則７条） 
開発区域内の道路廃止等があ

る場合は、別途手続きが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 
 

建築承認申請 

（法37条） 

 

 

 

 

建築確認申請 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

公共施設の引継ぎに

関する書類（法40条） 

 

中間検査 

 

建築承認書交付 

 

承認審査 

 

工事完了検査 

工事完了届 

（法36条） 

工事完了検査 

（法36条） 

 

中間検査 

道路位置指定等公告 

 

受理 

工事着手届 
（区細則６条） 
※標識の写真提出 

道路位置指定等申請 

開発登録簿に記載 

（法46条・47条） 



- 4 -  

 

標 準 処 理 期 間 
 
 

 
根 拠 法 令 標 準 処 理 期 間 

開発行為の許可 

５ha 未満 

都市計画法 

第 29 条第１項 

 

65 日 

開発行為の許可 

５ha 以上 

都市計画法 

第 29 条第１項 

 

90 日 

開発行為の変更の許可 都市計画法 

第 35 条の２第１項 

40 日 

工事完了公告前の建築物の建築等

の承認 

都市計画法

第 37 条 

21 日 

地位の承継の承認 都市計画法 

第 45 条第１項 

21 日 

※標準処理期間は、書類に不備がない場合です。 
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３．事  前  相  談  

 
500 ㎡以上の土地で都市計画法に基づく開発行為を計画されている方は、事前に都市計画

部都市計画課で相談をしてください。個別具体の計画に対する判断は、資料が提出された

場合のみ行います。結果は口頭で回答いたします。 

事前相談資料の提出は必要に応じて任意となりますが、以下の場合は必ず提出してくだ

さい。 

 

事例 判断の完了が必要な時期 

建築確認に伴い、指定確認検査機関が文京区へ開発許可の要否を

照会する場合 

（開発許可の要否をどのように判断するかについては、各指定確 
認検査機関へご確認ください） 

建築確認申請まで 

建築基準法に基づく道路位置指定、変更又は廃止を行う場合 道路位置指定等の申請まで 

開発許可を要する開発行為を計画し、許可要件の確認を行う場合 開発許可事前審査申請まで 

 

 

そのうえで、開発許可の手続きが必要になるか否かの判断を行い、当該許可が必要と認

められる場合は、同意や協議を行うべき公共施設管理者を明確にします。事前相談をせず

に建築確認申請をされると、本来開発許可が必要な場合、改めて手続きが必要となり、着

工時期が大幅に遅れることがあります。 

また、資料の再提出や追加提出をご依頼することが多いです。資料提出後の回答は毎回 1 

週間から 10 日ほどかかるので、納期に余裕をもってご相談ください。 
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事前相談資料 
 

 種類 内容、必要事項 

1 案内図 ・開発区域を記入（赤の一点鎖線） 

2 現況図 

(測量図等) 

開発区域面積、地盤の高さ、道路・崖の位置がわかるもの 

・測量士の氏名 

3 造成計画平面図 ・開発区域（赤の一点鎖線） 

・予定建築物・既存建築物（ある場合）が地盤に接する部分の外形線 

・予定擁壁・既存擁壁の位置（ある場合） 

・地盤の現況高・計画高・差（現況図で地盤の高さが記載された点全て及び

各造成レベルで最も切土・盛土が大きくなる部分） 

・切土範囲を黄、盛土範囲を赤で着色 

・１ｍを超える切土・盛土がない場合は、その旨「※1m を超える切土・

盛土はありません」を凡例下に記載 

4 造成計画断面図 断面の位置は、切土・盛土の状況がわかりやすい位置及び切土・盛土が大き

くなる部分を通る位置とする 

・開発区域（赤の一点鎖線） 

・予定建築物・既存建築物（ある場合）が地盤に接する部分を示す垂直線 

・予定擁壁・既存擁壁の断面（ある場合） 

・計画地盤面 ・現況地盤面・みなし現況地盤面（既存建築物の範囲内は、

既存建築物が地盤と接する点同士を直線補間した線とみなす） 

・地盤の現況高・計画高・差 
・切土範囲を黄、盛土範囲を赤で着色 

5 擁壁の断面図 
【擁壁築造替え

の場合】 

・既存擁壁断面図（建築基準法第 42 条第 2 項道路拡幅に伴う築造替えの場

合は、既存擁壁は後退線まで平行移動した位置にあったものとみなす） 

・予定擁壁断面図 

・切土範囲を黄、盛土範囲を赤で着色（既存・予定とも擁壁の躯体部分は切

土・盛土とみなさない） 

6 配置図 
【区画の変更が

ある場合】 

・新設、変更又は廃止する道路 

・敷地境界線 

・予定建築物の外形線 

7 公図の写し 開発区域及び開発区域に接する筆を含むもの 

・開発区域を記入（赤の一点鎖線） 

8 登記事項証明書 開発区域及び開発区域に接する全ての土地のもの 

9 その他 必要に応じて、開発区域や建築物の範囲を特定するための参考資料等 

として、平面図や基礎図等 

公図の写しと登記事項証明書以外の各図面には、凡例、事前相談を行う方の氏名を記載

してください。 

開発区域の面積が500㎡未満である場合は、３・４・５の図面は不要です。 



- 7 -  

法第 33 条第１項第 14 号では、開発行為に関する工事の実施の「妨げとなる権利を有す

る者」の「相当数の同意を得ていること」と規定されていますが、開発許可を得たからと

いって、開発区域全域の工事を行っても良いという、私法上の権利を取得したものではあ

りません。 

開発行為の妨げとなる権利を有する者の同意については、権利者とのトラブルを未然に

防ぐため「原則全員の同意を必要とする」ものとします。 

 

４．開発許可基準の概要 

 
⑴  自己の居住用及び業務用 

ア．自己の居住とは、開発行為を申請する者が生活の本拠として使用する場合をいい、

当然自然人に限られます。 

(ｱ) 該当する例 個人住宅、店舗併用住宅（ただし、住宅を主としたもの） 

(ｲ) 該当しない例 社宅、社員寮、学校の寮 

イ．自己の業務とは、当該建築物内において、継続的に自己の業務に係わる経済活動が

行われている場合をいいます。 

(ｱ) 該当する例  自社工場、事務所、ホテル、旅館、結婚式場、ゴルフ場、企

業の福利厚生施設、研修所、各種学校の校舎 

(ｲ) 該当しない例  分譲又は賃貸住宅、貸事務所、貸店舗、墓園、有料老人ホー

ム、学校の寮 

 
 

⑵  開発区域内における権利者の同意（法第 33 条第１項第 14 号、規則第 17 条第１項第３ 

号） 

開発区域内において、許可申請者以外の者が土地や家屋等についての諸権利を有

している場合には、その権利者から開発行為を行うことについて、同意を得なけれ

ばなりません。同意証明書には、実印を使用し、印鑑証明書を添付してください。 

 

妨げとなる権利を有するもの 

・土地 

所有権、永小作権、地上権、賃借権、抵当権、先取特権、地役権等を有する者

及び土地の保全処分をした者 

・工作物 

所有権、賃借権、質権、抵当権、先取特権等を有する者及び土地改良施設の管理者 
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⑶ 開発面積による許可基準の適用 （都市計画法） 

 

    
 

　法令等

法4、令1

令23①②

令23③④

規則21②

令26②雨水流出抑制施設

輸送の便 法33⑪、令24

公園、緑地、広場 令25⑥

公 園 の
設置義務

300㎡
以上の公園

令25⑦、規則21①

1000㎡
以上の公園

緑地帯、緩衝帯 法33⑩、令23の４

第二種特定工作物

（ゴルフコース）

設計者の資格 法31、令18、19

公共施設管理者同意 法32、令23

高さ５ｍ 300㎡

公共事業者協議

（教育、水道）

（電気、ガス、鉄道）

樹木保存、表土保全 法33⑨、令23の３

5 20   40 ha

市街化区域 法29①、令19

開発面積 0 0.1 0.3 1

二特

建築物、一特

切、盛 1000㎡

４ｍ～20ｍ

３％以上

３％以上

1箇所

以上

2箇所

以上
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開発区域 
 

GL ▼ 隣
地
境
界 

GL 

開発区域 
GL 

隣 

▼ 

界 

GL 

地
境 

 

５．開発区域の取り方 

 
⑴  開発区域に含める土地 

ア．開発申請区域内における土地所有者または申請者が、申請区域に連たん注１して所有

している土地（隣地が土地の登記登録事項証明書上同一所有者の場合）。 

隣地が別所有者で区域から除く場合は土地の登記事項証明書での確認が必要です。

なお、開発区域内の土地所有者が隣地を別所有者と共有している場合は開発区域に

含めません。 

イ．開発行為を行うために必要となる道路の区域 

ウ．開発申請区域に連たんする土地で、従前の開発行為が完了していない場合（完了が

公告されていない場合）にあって、以下のいずれかの条件に該当するもの。 

(ｱ)従前の開発行為が同一申請者である場合 

(ｲ)開発申請区域に連たんする従前の開発申請区域内の道路計画若しくは排水計画が

当該の開発区域のそれらに依存するか又は当該の開発申請区域内の道路計画若し

くは排水計画が従前の開発申請区域内のそれらに依存し、互いの開発行為が完了

して初めて道路計画若しくは排水計画が完結し、正常に機能する内容となってい

る場合。 

(ｳ)各開発許可申請にかかる設計者が同一の場合 

 
 

⑵  隣接者の協力を得て擁壁等の構造物を設置する場合は、その構造物の範囲まで開発

区域とする 

 

隣接者の協力により構造物を設置する場合の開発区域 
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注１：連たんする土地：申請地に接する土地をいう。道路、河川等により分断されている 

土地は連たんする土地とは見なさない。又共有地も連たんする土地とは見なさない。 

 

⑶ 開発区域から除くことができる土地 

ア．すでに一定の土地利用がなされている土地（適法に建築した建築物等） 

イ．相続税支払の必要があり、そのために相続した土地の一部を開発する場合は、当該

土地以外の連たんする土地は開発区域から除くことができる。 

ウ．その他、差押え（競売物件の土地）、物納、納税猶予等の場合 

エ．急な傾斜地等、周辺の土地利用状況から見て明らかに建築不適当な土地は開発区域

から除くことができる。 

オ．前記(2)により、隣接者の協力を得て擁壁等の構造物を設置する場合、隣接者の残り

の土地は開発区域から除くことができる。 
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６．道路の技術的基準 （令第 25・29 条、規則第 20・24 条） 

 
⑴ 開発区域内道路 

下記の幅員の道路が開発区域に接するように配置すること。 
 

 
予定建築物の種類 予定建築物の敷地規模 道路幅員 

 

 
一  般  の

区域内道路 

住 宅 
  

6.0ｍ以上 
 

住  宅  以  外  

1,000 ㎡未満 

1,000 ㎡以上 9.0ｍ以上 

人・車の発生交通量が特に多い道路 12ｍ 

 

小区間で街区及びその周辺の状況等により交通上支障がない場合は下表を使用する

ことができる。（住宅のみ） 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 行き止まり道路の終端部の形状は、道路中心線に対して直角とすること。 

※２ 転回広場を２箇所以上設ける場合には、５ｍ以上とすることができる。

注）防災上の観点から行き止まり道路は極力避ける。 

 

⑵ 接続先の既存道路（令第 25 条第４号） 

開発区域に接する道路は、下記の幅員の開発区域外の道路へ接続していること。 
 

開発行為の目的 接続先の道路幅員 

住 
  

宅 6.5ｍ以上 

住 宅 以 外 9.0ｍ以上 

道路延長

道路幅員 

 

35ｍ以下のもの 
35ｍを超え 

60ｍ以下 

60ｍを超え 

120ｍ以下 

120ｍを

超えるもの 

通り抜け型 4.5ｍ以上 4.5ｍ以上 ５ｍ以上 ６ｍ以上 

行き止まり型※１ 4.5ｍ以上 ５ｍ以上 ６ｍ以上※２ ６ｍ以上 
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ない道路の交差点 

 

 

（切り下げ） 

⑶ 構 造 

      ア．道路の構造は、アスファルト舗装、その他安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない 

構造であること。 

      イ．歩道は、縁石又は柵その他、これらに類する工作物によって分離されていること。 

 

⑷ 勾 配 

道路の縦断勾配は、９％以下であること。また、適当な横断勾配がとられているこ 

と。 

 

⑸ 配置・形態について 

ア．道路は通り抜けを原則とする。やむを得ず行き止まり道路とする場合には、転回広

場を設けること。 

 

 

 

 

 

イ．道路は階段状でないこと。 

ウ．歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の

まがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。また歩道のある既存道路

との接続部分にも、視距を確保するために隅切りを設けることとする。 

 
 

歩道のある道路と 
 

 

 

 
 

（切り開き） 

道路幅員 ６ｍ未満 ６ｍ以上 

転回広場の設置が必要な 

道路基準延長 
35ｍを超える場合 120ｍを超える場合 

転回広場の設置箇所数 
60ｍ区間ごとに１箇所 120ｍを超えた 120ｍ区間ごとに 

１箇所 

 



- 13 -  

 
 

隅切りの長さは下表を標準としてください。 
 

道路幅員 40ｍ以下 30ｍ以下 15ｍ以下 12ｍ以下 10ｍ以下 ４ｍ 

 

40ｍ以下 

12 

 

８ 

 

15 

10 

 

８ 

 

12 

８ 
 

６ 

 

10 

６ 

 
５ 

 

８ 

５ 

 
４ 

 

６ 

３ 

 
２ 

 

４ 

 

30ｍ以下 

10 

 

８ 

 

12 

10 

 

８ 

 

12 

８ 
 

６ 

 

10 

６ 

 
５ 

 

８ 

５ 

 
４ 

 

６ 

３ 

 
２ 

 

４ 

 

15ｍ以下 

８ 
 

６ 

 

10 

８ 
 

６ 

 

10 

８ 
 

６ 

 

10 

６ 

 

５ 

 

８ 

５ 

 

４ 

 

６ 

３ 

 

２ 

 

４ 

 

12ｍ以下 

６ 

 

５ 

 

８ 

６ 

 

５ 

 

８ 

６ 

 

５ 

 

８ 

６ 

 

５ 

 

８ 

５ 

 

４ 

 

６ 

３ 

 

２ 

 

４ 

 

10ｍ以下 

５ 

 
４ 

 

６ 

５ 

 
４ 

 

６ 

５ 

 
４ 

 

６ 

５ 

 
４ 

 

６ 

５ 

 
４ 

 

６ 

３ 

 
２ 

 

４ 

 

４ｍ 

３ 

 
２ 

 

４ 

３ 

 
２ 

 

４ 

３ 

 
２ 

 

４ 

３ 

 
２ 

 

４ 

３ 

 
２ 

 

４ 

３ 

 
２ 

 

４ 

本表使用に当たっては、交叉角の直近上位値を用います。 

交叉角の表示 

 
 

 

 

 

 

 
 

⑹ その他、道路の変更・廃止の場合の注意事項 

ア． 建築基準法第 43 条の規定に抵触する敷地を生じないこと。

イ． 通り抜け道路の一部廃止は、原則として認めない。 

ウ． 一本の道の一部だけ幅員を変更することは、原則として認めない。 

90 度前後 

60 度以下 

120 度以上 

隅切り長さ 
交叉角 

〇ｍ 
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７．公園、緑地等の基準 （令第 25 条第６号・第７号） 

公園の配置については、地域住民が利用しやすいように配置し、崖、傾斜地等の利用上

不適当な位置には、配置しないこと。 

配置・規模等については、下表を標準としてください。 

また、この部分については、原則的に開発行為の工事完了公告の翌日から、所有権が区

に帰属することになります。 

 
 

開発区域の面積 

 

公園の総面積 

 

設 置 内 容 

 

0.3ha 以上５ha 未満 

 

 

 

 
開発区域面積の

３％以上 

 

公園・緑地・広場 

 
５ha 以上 20ha 未満 

• 公園１か所の最低規模は、300 ㎡以上 
 

• 1,000 ㎡以上の公園を１か所以上 

 
20ha 以上 

• 公園１か所の最低規模は、300 ㎡以上 
 

• 1,000 ㎡以上の公園を２か所以上 

 
そ の 他 の 基 準 

 
面積が 1,000 ㎡以上の公園は、２か所以上の出入口を設ける 
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８．公共施設管理者との同意及び協議 

 
この公共施設とは、法第４条第 14 項及び令第１条の二に規定されている、道路、公園、

下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の要に供する貯水施設です。 

⑴ 公共施設管理者の同意（法第 32 条） 

開発許可の申請をする時は、事前に開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得

るように定められています。この同意書を申請書に添付してください。 

・一般的に同意を必要とする公共施設管理者

ア． 道路管理者 

・新設道路を既存の道路に接続する場合 

・既存道路を付け替える場合 

・歩道や植樹帯を切り開く場合

イ．下水道事業者 

・下水本管に新たに管を接続する場合

ウ．消防貯水施設の管理者 

・貯水施設の新設又は撤去をする場合

エ．その他 

⑵ 公共施設管理者との協議 

開発行為の工事に伴い新たに公共施設が設置される場合には、将来帰属を受ける公共施

設の設計、範囲、帰属の時期、方法及び手続き等について、それぞれの公共施設を管理す

ることとなる者と、事前に協議を行ってください。 

この協議の経過については、許可申請の提出時に参考資料として添付してください。 

⑶ 新たに設置される公共施設の管理（法第 39 条） 

開発行為及びその関連工事により新たに設置された公共施設は、工事完了の翌日から文

京区が管理することになります。 

ただし、他の法律に基づいて管理者が別にあるとき、又は上記の事前協議により管理者

について別段の定めをしたときは、それらの公共施設の管理者の管理に帰属することにな

ります。 

⑷ 公共施設の用に供する土地の帰属（法第 40 条） 

ア．開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設にかえて新たな公共

施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の土地で、国又 
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は地方公共団体が所有するものは、工事完了公告の日の翌日に開発許可を受けた

者に帰属し、これに変わるものとして設置された、新たな公共の用に供する土地

は、その日においてそれぞれ国又は地方公共団体に帰属することになります。 

イ． 開発行為又は開発行為に関する工事により、新たに設置された公共施設の用地は、

⑴に述べた者及び開発許可を受けたものが自ら管理する場合を除いて、工事完了

公告の翌日に設置された公共施設を管理する者に帰属することになります。 

ウ．上記ア及びイにより公共施設用地が国又は地方公共団体に帰属することになっ

た場合は、工事完了届の提出までに、つぎの書類を管理者となるものに提出して 

ください。 

・公共施設等の引継ぎに関する書類 

・用地の所有権移転登記のための書類 
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９．開発許可申請等の手続き 

 
開発許可制度による許可を受けようとするとき、及び届出が必要な場合の手続きは次の

とおりです。 

⑴  事前審査申請 

設計上の手戻り、手続上の不備、許可申請の取り直し等を未然に防ぐために、事

前審査申請をしてください。 

事前審査申請添付図書については担当者と相談してください。 

提出部数 正・副各１部 

⑵  開発行為許可申請（法第 29 条第１項） 

ア．開発行為許可申請添付書類 提出部数 正・副各１部 
 

 

番

号 

  

項 

  

目 

  

内 

 

容 

 

備 

 

考 

 
１ 

 
開発行為許可申請書 

  

 

 

２ 

 

 

委 

  

 

任 

  

 

状 

委任者及び受任者の住所・氏名・電

話番号等 

 

開発許可申請の

手続きを委任す

る場合 

 

 

３ 

 

 

地 

  

 

番 

  

 

表 

町名・地番・地積（公簿)・所有者等

の権利者を若番より順に記入 

 

 
 

４ 

 
設  計  説  明  書  

（設計の概要書） 

設計の方針・土地の利用状況・土地

利用計画・公共施設の整備計画等 

 

 

 

５ 

 

 

資 

 

 

金 

 

 

計 

 

 

画 

 

 

書 

収支計画の概算 

年度別資金計画 

 

工事費は開発行

為に関するもの

のみ 



※ 書類及び図面はＡ４版にとじ、見出しをつけてください。 
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番

号 

 

項 目 

 

内 容 

 

備 考 

 
 

６ 

公共施設管理者の同意

書又は協議の記録 

  
道路管理者、下水

道局、消防署等 

  
開発区域内及びその関連工事の区域 

 

 
工 事 実 施 の 妨 げ 内の土地又は工作物について開発行 

７ となる権利者の同意 為の施行又は工事の実施の妨げとな 

 
を 証 す る 書 面 る所有権・地上権・抵当権等の権利 

  
者の同意証明書 

 

８ 

 

印  鑑  証  明  書  

 

上記同意者の印鑑証明書 

 

 
 

９ 

土地及び工作物等

の 登 記 簿 謄 本 

開発区域内及びその関連工事の区域

内の土地・家屋等の登記簿謄本 

 

 

 

 
10 

 

 

 

申請者の資力及び

信用に関する書類 

⑴法人の場合、登記簿謄本・財務

諸表・事業経歴書・納税証 

明書・残高証明又は融資証明 

⑵個人の場合、住民票・納税証明

書・残高証明又は融資証明 

 

 

11 

工事施工者の施行

能力に関する書類 

登記簿謄本・建設業の許可証明書

工事経歴書（過去２年間） 

 

   １ha 以上の開発 
 設 計 者 の 資 格  行為及び地上高 

12  卒業証明書・資格証明書等 さが 5ｍを超え 
 を 証 す る 書 類  る擁壁の設置の 
   場合 

※  より詳細な必要書類の一覧については、「都市計画法」の規定に基づく開発許可に関す

る審査基準 P.3-1-1-1～P.3-1-1-2 を参照してください。 



※ 書類及び図面はＡ４版にとじ、見出しをつけてください。 
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イ． 開発行為許可申請添付図面 
 

※ より詳細な必要書類の一覧については、「都市計画法」の規定に基づく開発許可に関す

る審査基準 P.3-1-1-3～P.3-1-1-5 を参照してください。 

番号 種 類 明　示　す　べ　き　事　項 縮　　尺 備　　　　考

１ 位 置 図
【 規 17 ・ 1 ・ 1 】

開発区域の位置 1/2500程度
規模に応じてわかり
やすい縮尺

２ 区 域 図
【 規 17 ・ 1 ・ 2 】

開発区域、町丁目の境界 1/500以上

３ 実 測 図
【 細 3 ・ 1 ・ 3 】

開発区域 1/500以上 面積計算書

４
公 図 の 写 し
( 地 番 表 ）
【 細 3 ・ 1 ・ 1 】

開発区域及びその周辺の公図の
写し

原本と
同縮尺

地番表は、町名、地
番、地積、所有者等
の一覧表

５
公共施設の管理者等
に 関 す る 図 面
【 細 3 ・ 1 ・ 3 】

開発区域、廃止・変更・新設と
なる公共施設、管理者、所有者
等

1/500以上
新旧公共施設対照表
を色分け等で明示

６ 現 況 図
【 規 16 ・ 4 】

開発区域及びその周辺の境界、
地形、建物等の位置

1/500以上
高低差がある場合
は、表示する

７ 土 地 利 用 計 画 図
【 規 16 ・ 4 】

開発区域の境界、公共施設の位
置、形状及び規模、予定建築物
の形状及び位置等

1/500以上

８ 緑 化 計 画 図
【 細 3 ・ 1 ・ 3 】

開発区域の緑地、植栽等の位置
及び面積、樹種

1/300以上
開発行為の規模が
1ha以上の場合

９ 排水施設計画平面図
【 規 16 ・ 4 】

排水区域及び排水施設の位置・
種類等

1/500以上

10 給水施設計画平面図
【 規 16 ・ 4 】

給水施設の位置、形状等 1/500以上
排水施設計画平面図
とまとめてもよい

11 造 成 計 画 平 面 図
【 規 16 ・ 4 】

開発区域の境界、切土、盛土、
擁壁の位置並びに道路の位置、
形状、幅員及び勾配

1/500以上

12 造 成 計 画 断 面 図
【 規 16 ・ 4 】

切土又は盛土をする前後の地盤
図

1/500以上
高低差の著しい箇所
について作成する

13 擁 壁 の 断 面 図
【 規 16 ・ 4 】

擁壁の寸法及び勾配、材料の種
類及び寸法、裏込コンクリート
の寸法、透水層の位置及び寸
法、擁壁を設置する前後の地盤
面、基礎地盤の土質並びに基礎
くいの位置、材料及び寸法

1/50以上

14
そ の 他
( 参 考 図 ）

・雨水対策に関するもの
・予定建築物の概要（構造、階
　数、規模等）

適　　宜
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⑶  開発許可の変更許可申請（法第 35 条の２） 

ア． 開発許可の変更許可 

開発行為の変更に伴う書類及び図面は、変更になった書類及び図面のみを提出

してください。公共施設の管理者の同意・協議が新たに必要となる場合には、十

分な打ち合わせを行ってから、同意・協議書を取り直してください。 

開発許可の変更許可申請添付書類 提出部数 正・副各１部 
 

 

番

号 

 

項 

  

目 

 

内 

 

容 

 

備 

 

考 

 
 

１ 

開 発 行 為 変 更

許 可 申 請 書 

  

 

 

２ 

 

 

委 

 

 

任 

 

 

状 

委任者及び受任者の住所・氏名・

電話番号等 

 

開発許可申請の

手続きを委任す

る場合 

 

 

３ 

 

開  発  
 

変  更  

行

説 

 

為  の  
 

明  書  

変更前と変更後に分けて、変更内容

及び理由等を具体的に記入 

 

 
 

４ 

変 更 に

必 要 

 

関 連 し た

図 書 

  

開発許可申請書

の順序で綴じて

ください 

※ より詳細な必要書類の一覧については、「都市計画法」の規定に基づく開発許可に関す

る審査基準 P.3-1-2-1 を参照してください。 
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イ． 軽微な変更（規則第 28 条の４） 

 開発許可の変更届出書添付書類 提出部数 正・副各１部 
 

 

番

号 

 

項 

 

目 

  

内 

 

容 

 

備 

 

考 

 
 

１ 

 

開  発  
 

変  更  

 

行  為  
 

届  出  

 

 

 

書 

 
 

変更の内容、変更の理由等 

 

 

 

２ 

 

開  発  
 

変  更  

 

行  為  
 

説  明  

の

書 

変更の内容、変更の理由等を具体的

に記入してください 

変更箇所を一覧表

にしてください 

 

 

３ 

変 更 に

必 要 

関 連 し

図 

た

書 

開発許可申請に準じた変更に関連が

ある書類及び図面 

 

開発許可申請の順

序で綴じてくださ

い 

 

 

⑷  開発行為の承継届出書（法第 44 条・45 条） 

ア． 一般承継人   相続、法人の合併（吸収合併・新設合併等）により許可に基づく

地位の承継を受けた場合には届けを出してください。 

一般承継人地位の承継届出の添付書類 提出部数 正・副各１部 
 

 

番

号 

 

項 目 

 

内 容 

 

備 考 

 

１ 

 

地位の承継届出書  

  
相続人・合併後の

法人等の一般承継

人が届け出る 

 

 

２ 

適法に承継した事を

証  す  る  書  類 

個人の場合は戸籍謄本、法人の場合

は商業登記簿謄本等 
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イ． 特定承継人 

開発許可を受けたものから、土地の所有権、その他工事を施行する権原を取得

した場合には、地位の承継の承認申請が必要となります。 

特定承継人地位の承継届出の添付書類 提出部数 正・副各１部 
 

 

番

号 

 

項 目 

 

内 容 

 

備 考 

 
 

１ 

地 位 の 承 継 の

承  認  申  請  書 

 
土地の所有権その

他工事を施行する

権原を取得した者

が申請する 

 

 
 

２ 

 
 

承 継 に 関 連 し た

必 要 書 類 

 
土地の売買契約書等権限を承継した

ことを証明する書類・資格及び信用

に関する書類・区域内の工事施行同

意書、開発登録簿 

 

 

 

⑸ 開発許可の工事に関する届出 提出部数 正・副各１部 
 
 

番

号 

 

項 目 

 

内 容 

 

備 考 

 
 

１ 

 

工 事 着 手 届 出 書 
 

（区細則第６条） 

 
 

開発許可後に工事に着手したとき 

 

開発許可標識の設

置箇所の近・遠景

写真添付 

 

２ 

 

工事現場管理者届出書 
開発許可後に工事に着手したとき 

（工事現場管理者を変更したとき） 

 

 
３ 

工 事 完 了 届 出 書 

（法第 36 条） 

開発行為に関する工事が完了したと

き 

 

工事が完了したときは、その工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検

査を受けなければなりません。 

区長は検査の結果、適合していると認めたときは、検査済証を交付し、工事が完了した

旨を文京区役所門前掲示場に掲示します。このことを工事完了公告といいます。 
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⑹  建築制限の解除承認申請（法第 37 条） 

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事用の仮設建築物の建築や区長が支

障ないと認めたときは、建築制限等の解除を承認します。 

建築制限等の解除承認を受けたい場合は、建築行為等に着手する前に次の図書を添えて

申請して下さい。 

解除承認後、承認書の写しを添付して建築確認を受けてください。 

建築制限の解除承認申請添付書類 提出部数 正・副各１部 
 
 

番

号 

 

項 目 

 

内 容 

 

備 考 

 
 

１ 

 

工事完了公告前の建

築 又 は 特 定 工 作 物

の 建 設 承 認 申 請 書 

  

 

 

２ 

付近見取図・土地

利 用 計 画 図 

開発区域の境界・公共施設の位置敷

地の形状 

 

 

 

３ 

区 長 が 必 要 と

認 め た 図 書 

  

 

 

⑺ 開発行為の廃止届（法第 38 条） 提出部数 正・副各１部 

工事を途中で中止した場合、周辺の地域に対して溢水等の被害を及ぼしたり、公共施設

の機能を阻害したり、環境を害したりしないように関係機関の指示を受け、しかるべき処

置をとったあと、廃止してください。 

開発行為の廃止届 提出部数 正・副各１部 
 

 

 

項 目 

 

届 出 時 期 

 

備 考 

開発行為に関する工事

の廃止の届け出書 

 

開発行為廃止決定後直ちに 

 

許可番号・理由を記入 
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⑻  変更届出書（変更許可や軽微な変更に該当しない場合） 提出部数 正・副各 1 部

法第 44 条及び法第 45 条に定める地位の承継に当たらない開発許可を受けた者又は設 

計者の住所若しくは氏名に変更があった場合等、法令に手続きが定めのない事項につい

て変更をする場合は、「変更届出書」を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 開発登録簿 （法第 46 条・47 条、規則第 35 条～38 条） 

 
開発行為の内容を開発登録簿に記載して、一般の閲覧に供することになっています。（文

京区開発登録簿閲覧規則） 

開発登録簿の写しは、１部７００円で交付ができます。 

閲覧・交付場所   文京区役所都市計画部都市計画課窓口（シビックセンター１８階） 

番

号 

 

項 目 

 

内 容 

 

備 考 

１ 変更届出書 
変更の内容 

変更の理由 

 

２ 変更が確認できる書類 （例）商業登記簿謄本等 
謄本は発行後 3 ヶ月以 

内のもの 
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11. 申請手数料 
 

手 数 料 名 
 

手  数  料  

 

手 数 料 名 
 

手  数  料  

 

１ 開発行為許可申請手数料 

 

円 

 

２ 開発行為変更許可申請手数料 

 

円 

(1) 自己の居住用 

0.1ha 未満

0.1ha～0.3ha 

0.3ha～0.6ha 

0.6ha～1 ha 

1 ha～3 ha 

3 ha～6 ha 

6 ha～10ha 

10 ha 以上 

(2) 自己の業務用 

0.1ha 未満

0.1ha～0.3ha 

0.3ha～0.6ha 

0.6ha～1 ha 

1 ha～3 ha 

3 ha～6 ha 

6 ha～10ha 

10 ha 以上 

(3) その他 

0.1ha 未満

0.1ha～0.3ha 

0.3ha～0.6ha 

0.6ha～1 ha 

1 ha～3 ha 

3 ha～6 ha 

6 ha～10ha 

10 ha 以上 

 
13,000 

34,000 

65,000 

133,000 

200,000 

261,000 

337,000 

460,000 

 

20,000 

46,000 

100,000 

185,000 

307,000 

415,000 

521,000 

737,000 

 

131,000 

199,000 

292,000 

348,000 

525,000 

599,000 

746,000 

1,004,000 

 

限度額 

 
 

ア 設計の変更 (1) 自己の居住用 

(2) 自己の業務用 

(3) その他 

 
 

イ 区域編入 (1) 自己の居住用 

(2) 自己の業務用 

(3) その他 

 

 

 

 
 

ウ その他の変更 

 
1,004,000 

 

開発行為許可

申請手数料の

１／１０の額 

 
新たに編入され

る開発区域の面

積に応じた開発

行為許可申請手

数料の額に同じ 

 

15,000 

 

３ 予定建築物以外の建築等許可申請手数料 

 

39,000 

 

 
４ 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 

手数料 

(1) 自己の居住用・業務用 １ha未満 

(2) 自己の業務用 １ha以上 

(3) その他 

 

 

 

 

 
2,500 

4,000 

19,000 

 

５ 開発登録簿の写し交付手数料 

 

700 
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12. 開発許可に関連する主な行政機関等 
開発許可申請までに、同意・協議を行ってください。 

 

 

国 

  

道 

 

東京国道事務所 
千代田区九段南１－２－１ 

九段第３合同庁舎 15・16階 

 
3512-9090 

 
都 

  
道 

 
東京都建設局第六建設事務所 

 
足立区千住東２－１０－１０ 

 
3882-1231 

 

 

区 

  

 

道 

 

 

東京都文京区土木部管理課 

 
文京区春日１－１６－２１ 

（１９Ｆ） 

 

5803-1243 

 
 

下 

 
 

水 

 
 

道 

 

東京都下水道局 

北部下水道事務所 

文京出張所 

 
 

文京区千石４－２９－４ 

 

5976-2516 

 

水 

  

道 

 

東京都水道局文京営業所 

 

文京区西片２－１６－２３ 

 
5840-8021 

 

 
 

消防水利 

 

小石川消防署 

 

文京区白山３－３－１ 

 
3812-0119 

 

本郷消防署 

 

文京区本郷７－１－１１ 

 
3815-0119 

 

 

 

 

 

 

交 

  

 

 

 

 

 

通 

 
富坂警察署 

 
文京区小石川２－１４－２ 

 
3817-0110 

 
大塚警察署 

 
文京区音羽２－１２－２６ 

 
3941-0110 

 

本富士警察署 

 

文京区本郷７－１－７ 

 
3818-0110 

 
駒込警察署 

 
文京区本駒込２－２８－１８ 

 
3944-0110 

※開発許可に関する窓口は都市計画部都市計画課開発担当です。

ＴＥＬ（５８０３）１２３５ 


